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第
九
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
放
送
さ
れ
る
実
演
の
有
線
放
送
）

第
九
十
四
条
の
二

有
線
放
送
事
業
者
は
、
放
送
さ
れ

る
実
演
を
有
線
放
送
し
た
場
合
（
営
利
を
目
的
と
せ

ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
（
い
ず
れ
の

名
義
を
も
つ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
実
演
の
提
示
に

つ
き
受
け
る
対
価
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て

同
じ
。）を
受
け
な
い
場
合
を
除
く
。）に
は
、
当
該
実

演
（
著
作
隣
接
権
の
存
続
期
間
内
の
も
の
に
限
り
、

第
九
十
二
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く
。）に
係
る
実
演
家
に
相
当
な
額
の
報
酬
を
支
払
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
五
条
第
一
項
中
「
当
該
放
送
又
は
有
線
放
送

を
受
信
し
て
放
送
又
は
」
を
「
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、

か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け
ず
に
、
当
該

放
送
を
受
信
し
て
同
時
に
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
当
該
放
送
又
は
有
線
放
送

を
受
信
し
て
放
送
又
は
」
を
「
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、

か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
（
い
ず
れ
の
名
義
を

も
つ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
レ
コ
ー
ド
に
係
る
音
の
提

示
に
つ
き
受
け
る
対
価
を
い
う
。）を
受
け
ず
に
、
当
該

放
送
を
受
信
し
て
同
時
に
」
に
改
め
る
。

第
百
二
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
四
十
四
条
（
第
二

項
を
除
く
。）」
を「
、
第
四
十
四
条（
第
二
項
を
除
く
。）

並
び
に
第
四
十
七
条
の
三
」
に
、「
第
四
十
七
条
の
三
」

を
「
第
四
十
七
条
の
四
」に
改
め
、同
条
第
三
項
中「（
放

送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条

の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
対
象
地
域
を
い

い
、
こ
れ
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
放
送
に
あ
つ
て
は
、

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
十

四
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
放
送
区
域
を
い

う
。）」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
営
利
を
目
的
と
せ

ず
、
か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
（
い
ず
れ
の
名

義
を
も
つ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
実
演
の
提
示
に
つ
き

受
け
る
対
価
を
い
う
。）を
受
け
な
い
」
を
「
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
放
送
又
は
有
線

放
送
」
を
「
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
つ
い
て
、
こ

れ
」
に
改
め
、「
こ
れ
を
」
を
削
り
、「
又
は
影
像
」を「
若

し
く
は
影
像
」
に
、「
伝
達
す
る
」
を
「
伝
達
し
、
又
は

そ
の
著
作
物
の
放
送
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
受
信
し
て
同

時
に
専
ら
当
該
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
お
い
て

受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
送
信
可
能
化
（
公
衆

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い

る
自
動
公
衆
送
信
装
置
に
情
報
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ

る
も
の
に
限
る
。）を
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。

三

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
七
条
の
三

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

て
同
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
内

蔵
記
録
媒
体
以
外
の
記
録
媒
体
に
一
時
的
に
記
録

さ
れ
た
実
演
等
の
複
製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該

複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
実
演
、
当
該
レ
コ
ー
ド
に

係
る
音
若
し
く
は
当
該
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送

に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
を
公
衆
に
提
示
し
た
者

四

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
七
条
の
三

第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
の
複
製
物
を
保

存
し
た
者

第
百
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
情
を
知
つ
て
頒
布

し
、
又
は
」
を
「
、
情
を
知
つ
て
、
頒
布
し
、
若
し
く

は
」
に
改
め
、「
も
つ
て
」
の
下
に
「
所
持
し
、
又
は
業

と
し
て
輸
出
し
、
若
し
く
は
業
と
し
て
の
輸
出
の
目
的

を
も
つ
て
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
十
五
条

第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二

次
使
用
料
又
は
」を「
第
九
十
四
条
の
二
、」に
改
め
、「
報

酬
」
の
下
に
「
又
は
第
九
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第

九
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
二
次
使
用
料
」
を
加
え

る
。第

百
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
十
九
条

著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を

侵
害
し
た
者
（
第
三
十
条
第
一
項
（
第
百
二
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
定
め
る
私

的
使
用
の
目
的
を
も
つ
て
自
ら
著
作
物
若
し
く
は
実

演
等
の
複
製
を
行
つ
た
者
、
第
百
十
三
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
著
作
権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
（
同
条

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
隣
接
権
と
み
な
さ
れ
る

権
利
を
含
む
。
第
百
二
十
条
の
二
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。）を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行

つ
た
者
、
第
百
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
著
作

権
若
し
く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な

さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
又
は
次
項
第
三
号
若
し
く

は
第
四
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。）は
、
十
年
以
下
の

懲
役
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

２

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
年

以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
を
侵
害
し

た
者
（
第
百
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
著
作

者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
を
侵
害
す
る
行
為

と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
を
除
く
。）

二

営
利
を
目
的
と
し
て
、
第
三
十
条
第
一
項
第
一

号
に
規
定
す
る
自
動
複
製
機
器
を
著
作
権
、
出
版

権
又
は
著
作
隣
接
権
の
侵
害
と
な
る
著
作
物
又
は

実
演
等
の
複
製
に
使
用
さ
せ
た
者

三

第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
、

出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み

な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者

四

第
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
を

侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者

第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
十
九
条
第

一
号
（
著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
に
係
る
部

分
を
除
く
。）」
を
「
第
百
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第

二
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
」に
、「
一
億
五
千
万
円
」

を
「
三
億
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
十
九

条
第
一
号
（
著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
に
係

る
部
分
に
限
る
。）」
を「
第
百
十
九
条
第
二
項
第
一
号
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
百
十
九
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
百
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
違

反
行
為
に
つ
き
法
人
又
は
人
に
罰
金
刑
を
科
す
る
場

合
に
お
け
る
時
効
の
期
間
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
罪

に
つ
い
て
の
時
効
の
期
間
に
よ
る
。

附
則
第
二
条
第
三
項
中
「
新
法
中
」
を
「
著
作
権
法

中
」
に
、「（
第
九
十
五
条
」
を「（
第
九
十
四
条
の
二
、

第
九
十
五
条
」
に
改
め
、「
。
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に

お
い
て
同
じ
」
を
削
る
。

附
則
第
五
条
の
二
中
「
新
法
」
を
「
著
作
権
法
」に
、

「
第
百
十
九
条
第
二
号
」
を
「
第
百
十
九
条
第
二
項
第

二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
放
送
の
た
め
の
映
画
の
著
作
物
の
著
作
権
の
帰
属
に

つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
創
作
さ
れ
た
こ
の
法
律

に
よ
る
改
正
後
の
著
作
権
法
（
次
条
に
お
い
て「
新
法
」

と
い
う
。）第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
映
画
の
著

作
物
の
著
作
権
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

（
放
送
さ
れ
る
実
演
の
有
線
放
送
に
つ
い
て
の
経
過
措

置
）

第
三
条

新
法
第
九
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、
著
作
権
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六

十
四
号
）
附
則
第
三
項
若
し
く
は
著
作
権
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
元
年
改
正
法
」
と
い
う
。）附

則
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
新
法
中
著
作
隣
接
権

に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
実
演
又
は
平
成
元

年
改
正
法
附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
新
法
中

著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
実
演

家
に
係
る
実
演
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
罰
則
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
（
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
）
の
施
行
前
に
し
た

行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
改
正
後
の
著
作
権
法
第
八
条
第
三

号
」
を
「
著
作
権
法
第
八
条
第
六
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六

十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
改
正
後
の
」
を
削
る
。

第
七
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元

年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
四
項
中
「
新
法
」
を
「
著
作
権
法
」
に
改
め

る
。

第
八
条

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。附

則
第
二
項
中
「
改
正
後
の
」
を
「
著
作
権
法
」
に

改
め
、「
行
わ
れ
た
」
の
下
に
「
著
作
権
法
」を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
中
「
改
正
後
の
」
を
「
著
作
権
法
」
に

改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
レ
コ
ー
ド
（
」
の
下
に
「
著

作
権
法
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中「
第
八
条
第
三
号
」

を
「
著
作
権
法
第
八
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
及
び
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に
伴
う
著

作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
一
部
改
正
）

第
九
条

著
作
権
法
及
び
万
国
著
作
権
条
約
の
実
施
に
伴

う
著
作
権
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
新
法
中
」
を
「
著
作
権
法
中
」
に

改
め
る
。

附
則
第
三
項
中
「
新
法
」
を
「
著
作
権
法
」
に
改
め

る
。附

則
第
四
項
中
「
新
法
中
」
を
「
著
作
権
法
中
」
に

改
め
、「
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和

五
十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
附
則
第
二
項
」を
削
り
、

同
項
第
二
号
中
「
新
法
第
八
条
第
四
号
」
を
「
著
作
権

法
第
八
条
第
五
号
」
に
改
め
る
。
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